
11月は「しわ寄せ」防止キャンペーン月間です！

～ その無理な発注の「しわ寄せ」で取引先が途方に暮れていませんか？ ～

Press Release

報道関係者各位

群馬労働局（局長 上野 康博）では、11月の「しわ寄せ」防止キャンペーン月間に

向けて、使用者団体や労働組合に対する協力要請を行います。
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【照会先】

雇用環境・均等室

雇用環境改善・均等推進監理官    中野 直美

雇用環境改善・均等推進指導官 丸山 和江

027-896-4739

厚 生 労 働 省 群 馬 労 働 局 発 表
令 和 ６ 年 1 0 月 2 5 日

※「しわ寄せ」とは、大企業・親事業者の長時間労働削減等の取組により、下請等中小事業者に

適正なコスト負担を伴わない短納期発注、急な仕様変更などを生じさせることをいいます。

【別添資料１】 リーフレット：11月は「しわ寄せ」防止キャンペーン月間です。
【別添資料２】 労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針【概要】

通年で、事業場に対する監督指導において、労働基準関係法令違反が認められ、

背景に親事業者等による無理な発注等、下請法等違反行為の存在が疑われる場合

には、公正取引委員会・中小企業庁に通報するなど、「しわ寄せ」防止のための取組を

連携して行っています。

中小企業が働き方改革を進められるよう、今後も下請等中小事業者への「しわ寄せ」

防止のための環境整備に努めていきます。

＜しわ寄せ事例＞ 不当な給付内容の変更・やり直し

親事業者が、発注数量を急遽増やし、これに対応するために下請事業者の従業員に

長時間労働させていたもの。
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厚生労働省 都道府県労働局 労働基準監督署
しわ寄せ防止
特設サイト

https://work-holiday.mhlw.go.jp/shiwayoseboushi/

そこのところ
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仕様変更?
この納期じゃ、
無理よ。。。

月間です。
 11月は「しわ寄せ」
防止キャンペーン

大企業・親事業者による長時間労働の削減等の取組が、
下請等中小事業者に対する適正なコスト負担を伴わない短納期発注、
急な仕様変更などの「しわ寄せ」を生じさせている場合があります。

大企業等と下請等中小事業者は共存共栄！
適正なコスト負担を伴わない短納期発注や急な仕様変更などはやめましょう！



（R6.10）

　厚生労働省が所管する「労働時間等設定改善法（平成4年法律第90号）」に基づき、事業主の皆様は、他
の事業主との取引において、長時間労働につながる短納期発注や発注内容の頻繁な変更を行わないよう配
慮する必要があります。長期間にわたる特に過重な労働は、過労死等を引き起こすおそれがあると言われて
おり、取引先の労働者の健康障害防止のためにも必要です。
　他の事業主との取引を行うに当たって、次のような取組が行われるよう、社内に周知・徹底を図りましょう。

　経済産業省・中小企業庁が所管する「下請中小企業振興法（昭和45年法律第145号）」に基づ
く「振興基準」には、親事業者と下請事業者の望ましい取引関係が定められています。

●やむを得ず短納期発注や急な仕様変更などを行う場合には、残業代等の適正なコストは親
事業者が負担すること。
●親事業者は、下請事業者の「働き方改革」を阻害する不利益となるような取引や要請は行わないこと。

労務費、原材料費、エネルギー価格等のコストが増加した場合には、親事業者は、予め定めた
価格改定タイミングはもちろんのこと、その期中においても、価格変更を柔軟に行うものとする。
特に原材料費やエネルギーコストの高騰があった場合には、適切なコスト増加分の全額転嫁を
目指すものとすること。

●親事業者は、継続的な取引を行う下請事業者に対して、安定的な生産が行えるよう長期発注
計画を提示し、発注の安定化に努めること。
●発注内容を変更するときは、不当なやり直しが生じないよう十分に配慮すること。

❶ 週末発注・週初納入、終業後発注・翌朝納入等の短納期発注を抑制し、
　 納期の適正化を図ること。
❷ 発注内容の頻繁な変更を抑制すること。
❸ 発注の平準化、発注内容の明確化その他の発注方法の改善を図ること。

❸ 原材料費・エネルギーコストの適切な増加分の全額転嫁を目標としましょう！

❶ 親事業者も下請事業者も共に「働き方改革」に取り組みましょう！

例えば…●無理な短納期発注への納期遅れを理由とした受領拒否や減額
　　　　●親事業者自らの人手不足や長時間労働削減による検収体制不備に起因した受領拒否や支払遅延
　　　　●過度に短納期となる時間指定配送、過剰な賞味期限対応や欠品対応に起因する短いリードタイム、
　　　　　適正なコスト負担を伴わない多頻度小口配送
　　　　●納期や工期の過度な年度末集中

❷ 発注内容は明確にしましょう!

■労働時間等設定改善法については、都道府県労働局 雇用環境・均等部（室）にご相談ください。

11月は「過労死等防止啓発月間」でもあります。
同月間に「過重労働解消キャンペーン」も実施します。
過重労働解消相談ダイヤル　令和６年11月2日（土）9:00～17:00　　 ０１２０-７９４-７１３
※11月2日以外でも、各労働基準監督署、労働条件相談ほっとライン（　　 0120-811-610 ）で相談できます。

■中小企業の取引上の悩み相談は、下請かけこみ寺 　　 0120-418-618 にご相談ください。
　（受付時間）9:00 ～ 12:00 ／ 13:00 ～ 17:00（土日・祝日・年末年始を除く）携帯電話からもご利用いただけます。
　お近くの「下請かけこみ寺」につながります。

11月2日（土）には「過重労働解消相談ダイヤル」を設置し、都道府県労働局の担当官による特別労働相談を実施します。
過重労働解消
キャンペーン

大企業等と下請等
中小事業者と共存共栄！
適正なコスト負担を伴わない短納期発注や急な仕様変更などはやめましょう！



指針の詳細については、以下のサイトをご確認ください。

・公正取引委員会ホームページ

・説明動画
（公正取引委員会公式YouTubeチャンネル）

労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針【概要】

★行動①：相談窓口の活用
労務費上昇分の価格転嫁の交渉の仕方について、国・地方公
共団体の相談窓口、中小企業の支援機関（全国の商工会議
所・商工会等）の相談窓口などに相談するなどして積極的に
情報を収集して交渉に臨むこと。
発注者に対して労務費の転嫁の交渉を申し込む際、一例として、
価格交渉の申込み様式（例）を活用することも考えられる。

本指針
の性格

労務費の転嫁に関する事業者の発注者・受注者の双方の立場からの行動指針。
労務費の適切な転嫁のため、発注者及び受注者がこの行動指針に沿った行為を行うことが必要。
本指針に記載の１２の行動指針に沿わないような行為をすることにより、公正な競争を阻害するおそれがある場合に
は、公正取引委員会において独占禁止法及び下請代金法に基づき厳正に対処することを明記。
他方で、記載された発注者としての行動を全て適切に行っている場合、通常は独占禁止法及び下請代金法上の問
題が生じない旨を明記。

発注者として採るべき行動／求められる行動
★行動①：本社（経営トップ）の関与
①労務費の上昇分について取引価格への転嫁を受け入れる取
組方針を具体的に経営トップまで上げて決定すること、
②経営トッ プが同方針又はその要旨などを書面等の形に残る方
法で社内外に示すこと、③その後の取組状況を定期的に経営
トップに報告し、 必要に応じ、経営トップが更なる対応方針を示
すこと。

★行動③：説明・資料を求める場合は公表資料とすること
労務費上昇の理由の説明や根拠資料の提出を受注者に求める
場合は、公表資料（最低賃金の上昇率、春季労使交渉の妥
結額やその上昇率など）に基づくものとし、受注者が公表資料
を用いて提示して希望する価格については、これを合理的な根
拠のあるものとして尊重すること。

★行動②：発注者側からの定期的な協議の実施
受注者から労務費の上昇分に係る取引価格の引上げを求めら
れていなくても、業界の慣行に応じて１年に１回や半年に１回
など定期的に労務費の転嫁について発注者から協議の場を設
けること。特に長年価格が据え置かれてきた取引や、スポット取
引と称して長年同じ価格で更新されているような取引において
は協議が必要であることに留意が必要である。
協議することなく長年価格を据え置くことや、スポット取引とはいえ
ないにもかかわらずスポット取引であることを理由に協議することな
く価格を据え置くことは、独占禁止法上の優越的地位の濫用又
は下請代金法上の買いたたきとして問題となるおそれがある。

★行動⑤：要請があれば協議のテーブルにつくこと
受注者から労務費の上昇を理由に取引価格の引上げを求めら
れた場合には、協議のテーブルにつくこと。労務費の転嫁を求めら
れたことを理由として、取引を停止するなど不利益な取扱いをしな
いこと。

★行動④:サプライチェーン全体での適切な価格転嫁を行うこと
労務費をはじめとする価格転嫁に係る交渉においては、サプライ
チェーン全体での適切な価格転嫁による適正な価格設定を行
うため、 直接の取引先である受注者がその先の取引先との取
引価格を適正化すべき立場にいることを常に意識して、そのことを
受注者からの要請額の妥当性の判断に反映させること。

★行動④：発注者から価格を提示されるのを待たずに自ら
希望する額を提示
発注者から価格を提示されるのを待たずに受注者側からも希
望する価格を発注者に提示すること。発注者に提示する価格
の設定においては、自社の労務費だけでなく、自社の発注先や
その先の取引先における労務費も考慮すること。

受注者として採るべき行動／求められる行動

発注者・受注者の双方が採るべき行動／求められる行動

★行動②:交渉記録の作成、発注者と受注者の双方での保管
価格交渉の記録を作成し、発注者と受注者と双方で保管するこ
と。

★行動①：定期的なコミュニケーション
定期的にコミュニケーションをとること。

★行動②：根拠とする資料
発注者との価格交渉において使用する根拠資料としては、最
低賃金の上昇率、春季労使交渉の妥結額やその上昇率など
の公表資料を用いること。

★行動③：値上げ要請のタイミング
労務費上昇分の価格転嫁の交渉は、業界の慣行に応じて１
年に１回や半年に１回などの定期的に行われる発注者との価
格交渉のタイミング、業界の定期的な価格交渉の時期など受
注者が価格交渉を申し出やすいタイミング、発注者の業務の
繁忙期など受注者の交渉力が比較的優位なタイミングなどの
機会を活用して行うこと。

指針の詳細について

https://www.jftc.go.jp/dk/
guideline/unyoukijun/rom
uhitenka.html

https://www.youtube.com
/watch?v=vyidGpQHTJM

★行動⑥：必要に応じ考え方を提案すること
受注者からの申入れの巧拙にかかわらず受注者と協議を行い、
必要に応じ労務費上昇分の価格転嫁に係る考え方を提案する
こと。



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/romuhitenka.html 

「説明動画はこちら」をクリック 
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